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平成２８年第５回水巻町農業委員会総会 

 

会議録 

 

１．出席委員      

        豊澤 正雄 会長     行正 公俊 副会長 

      １番 入江  弘委員    ２番 永沼  靖委員 

３番 江藤喜美雄委員    ４番 小田弘二郎委員 

６番 安部 厚子委員    ７番 入江 鎮生委員 

  ８番 津田 敏文委員    ９番 山﨑 英機委員 

１０番  井地 昭士委員 １１番 小田 尚德委員 

 

 

２．会議に出席した事務局員 

 事務局長   増田 浩司     係 長   樋口  勝 

係  員   重富 達洋 

 

 

３．欠席委員 

なし 
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第 5回水巻町農業委員会 

平成 28 年 8月 10日  

  （午前 9時 57分開会） 

豊澤会長 ；ちょっと早いですが、暑い中お疲れ様です。出席 12名、定足数に達していま

すので、ただいまから平成 28年度第 5回農業委員会総会を開催いたします。 

 議題第１、会議録署名委員の指名について、本総会の会議録署名委員に１１

番 小田尚徳委員、１番入江弘委員を指名します。 

 議案第２の１、第５条申請について、を議題といたします。 

それでは事務局の説明を求めます。 

事務局  ；≪農地法第 5条－①申請について≫ 

豊澤会長 ；それでは地元の農業委員である入江鎮生委員から説明をお願いします。 

入江鎮生委員；今ご説明があったように特に問題はありません。4 ページにあるように こ

こは各家に囲まれておりまして、真ん中に 25 年か 30 年位の家があります。

特に問題はないと考えます。  

豊澤会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします 

一同   ；意見なし 

豊澤会長 ；無いようですので質疑を終わります。 

      ただいまから、採決を行います。 

 議案第２の１、農地法第５条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願

いします。 

一同   ；（挙手） 

豊澤会長 ；賛成全員と認めます。よって議案第２の１、農地法第５条申請は可決するこ

とに決しました。 

 続きまして、議案第２の２、第５条申請について、を議題といたします。 

それでは事務局の説明をお願いします。 

事務局  ；≪農地法第 5条－②申請について≫ 

豊澤会長 ；それでは地元の農業委員である小田弘二朗委員から説明をお願いします。 

小田弘二郎委員；特別ないんですけれど、3ページ申請地の左側に田んぼがあるんですけれ

ど、実際は遊休地で使っておりません。遠賀のＡさんに草刈りを頼んでおり

ます。水をせき止めています。道路隔てて田んぼとか畑とかありますが今は

家が建っていて農業用の水が流れる状況にはありません。畑のところが最後

に残るんですけれど、ここは近所の人に家庭菜園をさせているという状況に

あります。以上です。 

豊澤会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

ないようですので質疑を終わります。 

      ただいまから、採決を行います。 
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      議案第２の２、農地法第５条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願

いします。 

一同   ；（挙手） 

豊澤会長 ；賛成全員と認めます。よって議案第２の２、農地法第５条申請は可決するこ

とに決しました。 

続きまして、議案第２の３、第５条申請について、を議題といたします。 

それでは事務局の説明を求めます。 

事務局  ；≪農地法第 5条－③申請について≫  

豊澤会長 ；それでは地元の農業委員である小田弘二朗委員から説明をお願いします。 

小田弘二郎委員；特別ないんですけれど、先ほど会長と一緒に行って、隣は畑になってい

ますね。そうは思わなかったんだけど、農地はないので、横は北九州市の水

道局の土地です。あとはこの間行ったときにおばあちゃんが具合悪そうだっ

たのでこんな風になったのだなという認識しかないです。ここは昔、Ｂさん

がやっていたところで、ここに畑があるというのもみんな知らないんです。

家の一部と思っていました。今回、畑だったんだなと認識したレベルです。

隣近所にはご迷惑かけてはいませんでした。これをやることによって隣の田

んぼにも影響はないとみています。以上です。 

豊澤会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

一同   ；意見なし 

豊澤会長 ；無いようですので質疑を終わります。 

      ただいまから、採決を行います。 

 議案第２の３、農地法第５条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願

いします。 

一同   ；（挙手） 

豊澤会長 ；賛成全員と認めます。よって議案第２の３、農地法第５条申請は可決するこ

とに決しました。 

続きまして、議題３ その他について議題といたします。 

現況証明願について、事務局の説明をお願いします。 

事務局  ；≪現況証明願について≫ 

豊澤会長 ；続きまして、非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

事務局  ；≪非農地証明願について≫ 

豊澤会長 ；続きまして、相続税の納税猶予に関する適格者証明書について、事務局の説

明を求めます。 

事務局  ；≪相続税の納税猶予に関する適格者証明書について≫ 

豊澤会長 ；続きまして、農業委員会と水巻町税務課との連携について事務局の説明お願

いします。 
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事務局  ；≪農業委員会と水巻町税務課との連携について≫ 

豊澤会長 ；続きまして、「農業委員会だより」全国コンクールについて、事務局の説明を

求めます。 

事務局  ；≪「農業委員会だより」の全国コンクールについて≫ 

豊澤会長 ；それから、私の方からですが、農業委員会だより１０号が済みました。１０

月１日発行予定で第１１号、平成２９年４月１日発行予定で１２号を発行す

る予定に考えております。１１号と１２号については新たに編集委員を作り

まして編集発行をしていきたいと思います。一応、８番の津田委員、９番山

﨑委員、１０番の井地委員、１１番の小田尚德委員と会長、副会長で編集に

あたっていこうと考えています。尚、１０月１日発行ですので、会議が終わ

ったこの後に第１回目の打合せをしたいと思います。会議が終わって１０分

後位に部屋は 201 にお集まり頂きたいと考えております。よろしくお願いし

ます。続きまして、農業委員会法の改正について、事務局の説明をお願いし

ます。 

事務局  ；≪農業委員会法の改正について≫ 

豊澤会長 ；その他何かございませんでしょうか。 

事務局  ；今日、農業委員会業務必携というのをお配りしています。持ち帰っていただ

いて内容を見て頂いてどういうふうに農業委員をやっていくかいろいろ詳し

く書いておりますのでご一読して頂ければと思います。よろしくお願いしま

す。 

豊澤会長 ；時間が押してきましたのでその他は終わります。 

それでは、事務局から今後の予定を説明願います。 

事務局  ；≪今後の予定について≫ 

豊澤会長 ；以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

      これをもちまして、平成 28年度第５回農業委員会総会を閉会いたします。お

疲れ様でした。 

       （午前 11時 15分閉会） 

        

 

 

 

 


